
新車・中古車販売（国産全メーカー）
車検・定期点検・鈑金塗装

TEL76-2065 FAX76-3280

沢目自動車
沢目駅前

パーマ＆カット・縮毛矯正・着付・オリリー化粧品

ヘアーブティックヘアーブティックヘアーブティック

八峰町峰浜カッチキ台　TEL76-3890
営業時間　朝８：30～夜７：00
定休日　月曜日・第３日曜日
※送迎もいたします。お電話ください。

（美容）
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どちらの処方せんでもお受けします。
薬剤師　皆 川 鉄 治 ・ 皆 川 真 実
八峰町峰浜沢目駅前　TEL.７6－2052・FAX.76-2199
営業時間　7：00～20：00／休業日　日曜日・祝祭日

皆川薬局
補聴器・メガネ・時計・宝石・はんこ・ゴム印

吉田時計メガネ店
八峰町八森字中浜15ー2　電話：７７－2034

白黒・カラー・ご当地（五能線・白神山地など）
喪中による年賀欠礼のご挨拶、お早めに。

年賀状印刷承ります

住宅の省エネ改修工事により固定資産税が減額されます

　平成20年1月1日以前に建築された住宅（賃貸住宅を除く）を、平成20年4月1日から平成22
年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により120平方メートル分ま
でを限度として、その住宅の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。

１．平成20年1月1日以前から存在する住宅であること（賃貸住宅を除く）
２．平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、自己負担額が一戸当り30万円以上の省エネ
住宅改修工事が行われたものであること

減額の対象となる要件

　次のアの工事、またはアと合わせて行うイ～エまでの工事（外気等と接するものの工事に限る）である
こと
ア．窓の断熱改修工事（必須）　　　　　イ．床の断熱改修工事
ウ．天井の断熱改修工事　　　　　　　エ．壁の断熱改修工事
　※アの工事は必須です。また改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

工事内容（４項目）

省エネ住宅改修工事が完了した日から３カ月以内

申告の期間

八峰町税務課　固定資産税係　　　　　☎76ー4604

問い合せ及び申告書類の提出先

税務課からのお知らせ

１．住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書　　領収書、工事内訳書を添付
　※省エネ改修工事に要した費用が30万円以上であることが確認できる書類
２．熱損失防止改修工事証明書
　※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。
３．納税義務者の住民票の写し（町外居住者の方のみ）

申告に必要な書類

省エネ住宅改修工事が完了した翌年度

減額の期間

一戸当り120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1分が減額されます。（翌年度分に限る）

減額対象面積及び税額

　バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅に対する軽減措置や耐震改修に対す
る固定資産の減額措置の適用を受けている住宅については、重複適用はできません。

注意事項

1.職員給与費 （平成21年度当初予算額）
給 料 5億3,772万7千円
職 員 手 当 3億2,150万2千円
給 与 費 総 額 8億5,922万9千円
1人あたり給与費 631万8千円

※給与費は特別職を除く一般職の給与で、職員手当には退職金は
含みません。

2.平均給与月額等 （平成21年４月１日現在）
区 分 平均給料月額 平均諸手当月額 平均給与月額 平均年齢
一 般 行 政 職 326,355円 48,557円 374,912円 44歳　6月
技 能 労 務 職 287,242円 24,178円 311,420円 47歳　8月
医 師 職 1,020,000円 403,500円 1,423,500円 56歳10月

3.特別職の給与 　（平成21年度）
区 分 給料及報酬

給
与

町 長 750,000円
副 町 長 558,000円
教 育 長 510,000円

報
酬

議 長 276,000円
副 議 長 242,000円
議 員 233,000円

4.初任給の状況 （平成21年４月１日現在）
区 分 初　任　給

一 般 行 政 職 大 学 卒 172,200円
高 校 卒 140,100円

技 能 労 務 職 高 校 卒 133,100円
5.職員数の状況 　

区 分 職　員　数
平成20年度 平成21年度

一 般 行 政 職 127人 123人
技 能 労 務 職 12人 12人
医 師 職 1人 1人
合 計 140人 136人

6.一般行政職の級別職員数の状況 　（平成21年４月１日現在）
1級 2級 3級 4級 5級 6級 計

標準的な職務内容 主事・主事補 主任 係長・主査・主任 補佐・係長 課長 主幹・課長
職 員 数 7人 7人 51人 37人 10人 11人 123人
構 成 比 5.7％ 5.7％ 41.5％ 30.1％ 8.1％ 8.9％ 100.0％
参考 1年前の構成比 5.5％ 9.4％ 37.8％ 29.2％ 8.7％ 9.4％ 100.0％
（注）１　八峰町の給与条例に基づく行政職給料表の区分による職員数です。
　　2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

7.人件費（地方財政状況調査（決算統計）より）　　
平成19年度 平成20年度 増　　減

歳 出 総 額　（A） 63億9,235万2千円 65億5,144万5千円 1億5,909万3千円
人 件 費　（B） 11億7,281万1千円 11億6,688万6千円 ▲　592万5千円
人 件 比 率　（B/A） 18.3％ 17.8％ ▲　0.5％

※人件費は特別職と一般職に支給される報酬、給与、職員手当、共済費などの合計額。
※人件費率とは普通会計の歳出総額に占める人件費の比率。

　町職員の給与は、地方公務員法・地方自治法に
基づき、議会の議決による条例で定められてい
ます。町では条例に基づき給与制度について厳
正な運用に努めます。町民の皆さんにご理解い
ただくため、職員の給与等について主なものを
お知らせします。

八峰町職員の給与などの状況をお知らせします


